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一
、
は
じ
め
に

　

木
簡
等
に
書
か
れ
て
い
る
地
名
で
、
時
に
ど
う
読
ん
だ
ら
よ
い
の

か
不
明
な
地
名
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
平
城
宮
発
掘
調
査
出

土
木
簡
概
報
二
五
〔
長
屋
王
家
木
簡
〕』
の
中
に
次
の
よ
う
な
地
名

が
見
ら
れ
る
。

　
　

伊
勢
国
朝
明
郡
褥
多
里

　
「
褥
多
里
」
の
「
褥
多
」
の
読
み
が
難
読
で
あ
る
。
こ
れ
は
見
ら

れ
る
通
り「
郡
里
」制
時
代
の
表
記
で
、後
の「
郡
郷
」制
下
で
は「
朝

明
郡
褥
多
郷
」
と
し
て
表
記
さ
れ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、『
倭
名
類
聚
鈔
』※
１
に
は
、
そ
の
郷
名
が
見
あ
た
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
「
褥
多
郷
」
を
「『
和
名
抄
』
不
載
の
郷
」
と
し
て
「
読

み
」
を
考
え
る
こ
と
も
一
案
で
は
あ
る
が
、筆
者
は
可
能
な
限
り
『
和

名
抄
』
と
の
整
合
性
を
考
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ

小

林

宗

治

『
和
名
抄
』
の
地
名
の
「
表
記
」
と
「
読
み
」

れ
は
、
寺
崎
保
弘
氏
の
先
行
論
文
※
２
が
頭
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

氏
は
そ
こ
で
、
郷
名
で
は
な
い
が
、
郡
名
に
つ
い
て
、
木
簡
中
の

「
　

」
郡
と
い
う
表
記
が
『
倭
名
類
聚
鈔
』
中
の
「
埼
玉
」
郡
に

あ
た
る
こ
と
、
ま
た
、
同
じ
く
「
志
婆
」
郡
が
『
倭
名
類
聚
鈔
』
中

の
「
宍
粟
」
郡
※
３
に
あ
た
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
木
簡
中
の
地

名
の
「
表
記
」
と
『
和
名
抄
』
の
地
名
の
「
表
記
」
と
の
整
合
性
を

考
え
ら
れ
た
論
で
あ
る
。

　

筆
者
は
寺
崎
論
文
に
導
か
れ
て
、「
褥
多
」里
は『
和
名
抄
』中
の
「

田
」
郷
、
即
ち
「
額
田
」
郷
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。※
４

　

と
こ
ろ
で
、
木
簡
に
か
か
わ
っ
て
数
々
の
業
績
を
あ
げ
て
お
ら
れ

る
市
大
樹
氏
は
「
石
神
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
荷
札
木
簡
」
中
に
見
ら

れ
る

　
　

多
土
評
難
田

と
あ
る
地
名
の
「
難
田
」
に
注
目
し
て
、「
空
海
の
出
身
地
」
と
い
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う
コ
ラ
ム
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。※
５

　

空
海
の
出
身
地
に
つ
い
て
は
、
彼
が
出
家
し
た
際
の
延
暦
廿
四
年

九
月
十
一
日
官
符
※
６
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
□
学
僧
空
海

　
俗
名
、
讃
岐
国
多
度
郡
方
田
郷
戸
主
正
六

位
上
佐
伯
直
道
長
戸
口
同
姓
真
魚　
　

」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

氏
は
、
木
簡
中
の
「「
多
土
評
」
は
の
ち
の
讃
岐
国
多
度
郡
で
あ
る
。

「
難か
た

田だ

」
は
「
方か
た

田だ

」
に
通
じ
る
。」
と
読
み
解
く
。
ま
さ
に
そ
の
通

り
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、「『
和
名
抄
』
に
は
「
方
田
郷
」
は
み
え
ず
、「
弘
田
郷
」

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
空
海
の
本
籍
地
は
「
弘
田
郷
」
が
正
し
い
と
い

わ
れ
て
き
た
」
が
、「
先
の
荷
札
が
出
土
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
」、「
空

海
の
時
代
に
「
方
田
郷
」
が
あ
っ
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
く
な
っ

た
。」※
７
と
い
う
こ
と
で
一
応
け
り
を
つ
け
て
お
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
を
こ
こ
で
終
え
て
し
ま
っ
て
は
、
や
ゝ

惜
し
い
気
が
す
る
。
筆
者
は
論
題
の
『
和
名
抄
』
の
地
名
と
の
整
合

性
を
考
え
た
い
と
思
う
。
即
ち
、
通
説
と
さ
れ
て
き
た
『
和
名
抄
』

の
「
弘
田
郷
」
説
※
８
は
そ
れ
で
は
間
違
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と

も
必
ず
し
も
そ
う
と
も
言
い
き
れ
な
い
の
か
、
そ
れ
を
本
稿
で
は
論

じ
て
見
た
い
。

二
、『
和
名
抄
』
の
地
名
の
「
表
記
」
と
「
読
み
」
の
問
題
点

　

本
論
に
入
る
前
に
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
は『
和

名
抄
』
の
持
つ
「
基
準
性
」
と
「
問
題
点
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
和
名
抄
』
の
持
つ
「
基
準
性
」
と
は
、そ
の
「
表
記
」
と
「
読
み
」

の
「
基
準
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
記
し
た
ご
と
く
『
和

名
抄
』
の
「
表
記
」
と
そ
の
「
読
み
」
を
基
準
と
し
て
、
木
簡
等
に

お
け
る
難
読
地
名
も
、
そ
の
「
読
み
」
が
確
定
し
て
き
た
経
緯
が
あ

る
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
今
後
の
地
名
研
究
に
つ
い
て
も
『
和
名

抄
』
の
地
名
の
「
表
記
」
と
そ
の
「
読
み
」
は
大
き
な
指
針
と
な
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
『
和
名
抄
』
の
「
表
記
」
と
「
読
み
」
が
い
く
ら
基
準
と
な

る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
絶
対
視
し
て
い
て
は
問
題
が
残
る
で
あ
ろ

う
。『
和
名
抄
』
に
も
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
く
つ
か

述
べ
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、『
和
名
抄
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
郷
名
の
総
数
が
問
題
と

な
る
。
つ
ま
り
、『
和
名
抄
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
郷
名
は
、
当
時

の
す
べ
て
の
郷
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、
一
般
的
に
『
和
名
抄
不
載
の
郷
』
と
言
わ
れ
て
い
る
郷
が

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、す
べ
て
そ
う
断
定
し
て
よ
い
の
か
、

と
い
う
問
題
も
あ
る
。

　

第
三
に
、『
和
名
抄
』
の
地
名
の
「
表
記
」
は
確
か
か
、
と
い
う

こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

第
四
に
『
和
名
抄
』
の
「
表
記
」
に
付
し
て
あ
る
「
読
み
」
を
絶

対
視
し
て
い
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
課
題
も
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
第
一
の
問
題
か
ら
順
次
、
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

日
本
全
国
に
わ
た
っ
て
、
郷
里
、
庄
園
等
を
調
査
さ
れ
た
太
田
亮
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氏
は
『
和
名
抄
』
に
載
る
「
郷
」
と
そ
れ
に
載
ら
な
い
「
和
名
抄
不

載
の
郷
」
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。※
９

た
と
え
ば
、
尾
張
国

の
『
和
名
抄
』
の
郷
数
は
六
九
郷
で
「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
は
五
五

郷
で
あ
る
。
こ
れ
を
合
計
す
れ
ば
一
二
四
郷
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
水
野
時
二
氏
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。※
10

氏
は
『
和
名
抄
』
の

郷
数
は
、
よ
り
古
い
史
料
で
あ
る
「
律
䟽
残
篇
の
史
料
よ
り
四
〇
郷

も
減
少
し
て
い
る
。」
と
い
う
。
つ
ま
り
「
律
䟽
残
篇
」
の
編
集
以

前
は
一
〇
九
郷
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
氏
は
「
こ

の
こ
と
は
和
名
抄
編
纂
の
と
き
郷
の
統
廃
合
を
行
な
い
そ
の
数
を
減

じ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
和
名
抄
の
記
載
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
考

え
る
か
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
は
判
断
で
き

な
い
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

筆
者
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
和
名
抄
』
の
記
載
に
誤
り
が

あ
っ
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、『
和
名
抄
』
に
は
、
当
時
の
す
べ
て

の
郷
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
、
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠

は
、『
和
名
抄
』
よ
り
古
い
史
料
と
考
え
ら
れ
る
「
律
䟽
残
篇
」
の

郷
数
が
一
〇
九
、『
和
名
抄
』
の
郷
数
が
六
九
、『
和
名
抄
』
よ
り
後

の
太
田
亮
氏
の
調
べ
ら
れ
た
郷
数
が
一
二
四
、
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
と
、『
和
名
抄
』
の
郷
数
が
異
常
に
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
言

え
る
。
そ
こ
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
。
そ
こ
は
や
は
り
、『
和
名
抄
』

の
方
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
た
方
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
し
、
説
得
力

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
考
え
て
よ
い
と
す
る
と
、「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
は
ほ
ぼ
確

実
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
問
題
に
な
る
の
が

「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
と
言
わ
れ
る
郷
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
和
名
抄

不
載
の
郷
」
は
太
田
亮
氏
が
挙
げ
て
お
ら
れ
る
郷
以
外
に
も
あ
る
で

あ
ろ
う
が
、
と
り
あ
え
ず
は
太
田
氏
が
挙
げ
て
お
ら
れ
る
郷
に
つ
い

て
、
そ
れ
も
論
の
展
開
上
、
先
に
ふ
れ
た
尾
張
国
の
そ
れ
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　

そ
こ
で
、
尾
張
国
の
「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
名
を
検
討
す
る
資
料

と
し
て
、
太
田
亮
氏
の
調
査
に
基
づ
い
て
水
野
時
二
氏
が
作
成
さ
れ

た
、
次
の
表
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。※
11

中
島
郡

Ａ

美
和
、
神
戸
、
拝
師
、
小
塞
、
三
宅
、
茜
部
、
石
作
、
日
野
、
川

崎
（
9
郷
）

Ｂ

鈴
置
、
中
島
、
大
屋
、
大
須
、
草
部
、
内
籠
、
久
田
、
牛
野
（
8
郷
）

海
部
郡

Ａ

新
屋
、
中
島
、
津
積
、
志
摩
、
伊
福
、
島
田
、
海
部
、
日
置
、
三

刀
、
物
忌
、
三
宅
、
八
田
（
12
郷
）

Ｂ

藤
浪
、
芝
山
、
秋
竹
、
松
葉
、
佐
折
、
榎
墓
、
伊
麦
、
御
厨
（
8
郷
）

葉
栗
郡

Ａ

葉
栗
、
河
沼
、
大
毛
、
村
国
、
若
葉
（
5
郷
）

Ｂ

大
家
、
足
近
、
竹
鼻
和
（
3
郷
）

丹
羽
郡

Ａ

五
鬘
、
稲
木
、
上
春
、
丹
羽
、
穂
積
、
大
桑
、
下
沼
、
上
沼
、
前

刀
、
小
弓
、
小
野
、
小
日
（
12
郷
）
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Ｂ

柳
橋
、
井
ノ
字
、
石
枕
、
若
野
、
新
溝
、
諸
桑
、
般
若
野
（
7
郷
）

春
部
郡

Ａ

池
田
、
柏
井
、
安
食
、
山
村
、
高
苑
、
余
戸
（
6
郷
）

Ｂ

高
田
、
真
、
森
綱
、
砥
山
、
春
部
、
落
合
、
小
木
、
田
幡
（
8
郷
）

山
田
郡

Ａ

船
木
、
主
恵
、
石
作
、
志
誤
、
山
口
、
加
世
、
両
村
、
余
戸
、
駅

家
、
神
戸
（
10
郷
）

Ｂ
（
春
日
部
郡
に
記
載
）

愛
智
郡

Ａ

中
村
、
千
竈
、
日
部
、
大
毛
、
物
部
、
原
田
、
作
良
、
成
海
、
駅

家
、
神
戸
（
10
郷
）

Ｂ

熱
田
、
荒
木
、
片
輪
、
上
中
村
、
御
厨
、
岩
墓
、
日
下
部
、
粟
飯

原
、
日
置
、
大
鷹
、
大
脇
、
久
万
之
呂
、
乍
（
13
郷
）

智
多
郡

Ａ

番
賀
、
贄
代
、
富
具
、
但
馬
、
英
比
（
5
郷
）

Ｂ

日
永
、
智
多
、
横
根
、
垂
水
、
桧
原
、
生
道
、
常
滑
、
山
田
（
8
郷
）

Ａ
欄　

和
名
抄
の
郷
名

Ｂ
欄　

和
名
抄
不
載
の
郷
名	

　

た
だ
し
、表
中
の
愛
智
郡
Ａ
欄
「
原
田
」（
郷
）
と
あ
る
の
は
「
厚

田
」（
郷
）
の
誤
刷
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
手
本
に
あ
る
古
活
字
本
『
倭

名
類
聚
鈔
』
で
は
「
厚
田
」
と
な
っ
て
お
り
、
同
じ
く
名
古
屋
市
博

物
館
本
『
和
名
類
聚
抄
』
で
も
「
熱
田
」
と
な
っ
て
お
り
、「
厚
田
」

も
し
く
は
「
熱
田
」
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
厚
田
郷
」
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
太
田
亮
氏
も
「
高
山

寺
本
熱
田
郷
」
と
記
し
て
い
る
。※
12

即
ち
、
高
山
寺
本
『
和
名
抄
』

で
は
「
熱
田
」（
郷
）
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
田
氏
は

「
熱
田
郷
」
を
「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
と
し
て
い
る
。※
13

そ
れ
を
受

け
て
水
野
時
二
氏
も
別
表
の
愛
智
郡
Ｂ
欄
に
「
熱
田
」
を
載
せ
て
い

る
。
こ
の
措
置
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
表
記

は
「
厚
田
」
と
「
熱
田
」
と
異
な
っ
て
は
い
る
が
、
と
も
に
「
ア
ツ

タ
」と
読
む
こ
と
に
お
そ
ら
く
異
論
は
な
か
ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、

「
厚
田
」「
熱
田
」
は
『
和
名
抄
』
諸
本
の
間
で
の
「
表
記
」
の
異
同

で
あ
り
、同
所
を
指
す
用
字
と
い
う
こ
と
に
な
る
。し
た
が
っ
て
、「
熱

田
」
は
「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
愛
智
郡
の
「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に

水
野
氏
の
言
及
が
あ
る
。「
日
下
部
、
乍
な
ど
の
郷
は
、
Ａ
欄
の
日

部
や
作
良
な
ど
の
郷
名
の
変
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
指
摘

で
あ
る
。※
14

Ｂ
欄
の
「
日
下
部
」
は
Ａ
欄
の
「
日
部
」
と
と
も
に
「
ク

サ
カ
ベ
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
日
部
」
は
本
来
は

「
日
下
部
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
三
字
地
名
の
二
字
化

と
見
ら
れ
る
」※
15
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
日
下
部
」（
郷
）
は
「
和

名
抄
不
載
の
郷
」
で
は
な
く
な
る
。
一
方
、「
乍
」
は
ど
う
で
あ
ろ

う
。
水
野
氏
の
よ
う
に
「
作
良
」
の
郷
名
の
変
化
と
も
と
れ
な
く
は

な
い
が
、
筆
者
は
別
の
見
解
を
と
り
た
い
。
先
述
し
た
太
田
亮
氏
は

「
乍
郷
」
に
つ
い
て
、「
烏
森
、
今
高
須
賀
、
八
田
等
と
併
せ
、
柳
森

水
野
時
二
氏　

原
表

（『
条
理
制
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
五
四
四
頁
）
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村
と
改
む
、
名
所
図
会
云
、
高
須
賀
は
真
福
寺
の
古
写
経
の
奥
書
に
、

「
於
尾
州
愛
智
郡
乍
郷
、
高
須
賀
大
乗
坊
書
写
貞
治
三
年
」
と
あ
る

地
に
て
、
乍
郷
は
今
も
長
良
の
地
名
の
こ
る
。」※
16
と
述
べ
て
い
る
。

筆
者
は
こ
の
見
解
を
と
る
。
即
ち
「
乍
」
は
「
ナ
ガ
ラ
」
と
読
み
、

現
在
の
地
名
「
長
良
」
に
あ
た
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、「
乍
」
は
「
作

良
」（
サ
ク
ラ
）の
変
化
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

「
乍
」（
郷
）
に
つ
い
て
は
太
田
亮
氏
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
通
り
、「
和

名
抄
不
載
の
郷
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

な
お
、
愛
智
郡
Ａ
欄
の
「
中
村
」
郷
と
Ｂ
欄
の
「
上
中
村
」
郷
も

お
そ
ら
く
は
別
の
郷
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
中
村
」
郷
が
大
き
く

な
っ
た
の
で
、「
上
中
村
」「
下
中
村
」
と
分
割
さ
れ
た
郷
の
、
そ
の

「
上
中
村
」
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、「
上
中
村
」
郷
は

必
ず
し
も
「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
同
郡
の
Ｂ
欄
「
荒
木
」
郷
に
つ
い
て
は
『
正
倉
院
文

書
二
十
五
』
に
「
貢
進
仕
丁
歴
名
帳
」
と
考
え
ら
れ
る
文
書
が
あ
り
、

そ
こ
に
「
久
例
連
足
月
年
廿
八　
尾
張
国
愛
智
郡
荒
大
郷
戸

主
久
例
連
首
麻
呂
戸
口

」※
17
と
あ
る
の

が
注
意
さ
れ
る
。「
荒
大
」
郷
で
あ
る
。「
荒
木
」
の
「
木
」
と
「
荒

大
」
の
「
大
」
と
は
活
字
で
は
異
な
る
が
、
筆
の
く
ず
し
書
き
で
は

似
た
字
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
が
正
し
い
か
は
元
本
を
見

な
い
こ
と
に
は
即
断
で
き
な
い
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、「
造

寺
所
公
文
」
に
「
海
連
津
守　
年
十
九　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尾
張
国
愛
智
郡
大
宅
郷
戸
主
海
連
馬
手
戸
口　

天

平
勝
宝
二
年
四
月
六
日
」
と
い
う
文
書
※
18
が
あ
り
、「
大
宅
郷
」
が

注
意
さ
れ
る
。
こ
の
「
表
記
」
の
郷
名
は
愛
智
郡
の
Ａ
欄
Ｂ
欄
い
ず

れ
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
「
大
宅
」
郷
が
Ａ
欄

の
「
大
毛
」
郷
と
「
表
記
」
は
異
な
る
が
同
じ
読
み
が
で
き
る
と
す

れ
ば
、
こ
れ
は
「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
で
は
な
く
な
る
。
一
方
、
同

じ
読
み
で
は
な
い
、即
ち
、別
の
郷
だ
と
す
れ
ば
、太
田
亮
氏
の
「
和

名
抄
不
載
の
郷
」
に
掲
載
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ

て
も
お
か
し
く
は
な
い
郷
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
現
在

の
筆
者
が
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
情
報
で
は
判
断
で
き
な
い
。

　

智
多
郡
の
Ｂ
欄
「
日
永
」
郷
も
「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
と
言
っ
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
郷
に
つ
い
て
は
太
田
亮
氏
自
身
が
「（
張

州
府
志
）
今
森
、
岡
田
、
鍛
冶
屋
、
松
原
、
羽
根
、
南
北
糟
谷
、
大

興
寺
等
諸
邑
是
也
。（
尾
張
志
）
森
村
、
岡
田
村
の
辺
の
数
村
を
い

ふ
和
名
抄
に
智
多
郡
番
賀
と
あ
る
は
蕃ヒ
ナ

賀ガ

の
誤
字
に
て
日
永
と
同
じ

き
よ
し
稲
葉
通
邦
の
補
訂
府
志
の
草
稿
に
い
へ
り
本
国
帳
に
智
多
郡

二
位
日
長
天
神
と
も
見
え
た
り
。」
と
記
し
、
さ
ら
に
「
番
賀
郷
を

見
よ
。」
と
も
述
べ
て
い
る
。※
19

つ
ま
り
、
太
田
氏
自
身
が
「
日
永
」

郷
と
Ａ
欄
「
番
賀
」
郷
と
の
同
一
性
を
ほ
ぼ
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、『
日
本
地
理
志
料
』も『
張
州
府
志
』を
受
け
て
、「
亘
二
森
、

岡
田
、
鍛
冶
屋
、
松
原
、
羽
根
、
糟
屋
、
大
興
寺
ノ
諸
邑
一
、
称
シ二
日

長
郷
一
」
と
記
し
、「
番
賀
郷
」
と
同
一
と
し
て
い
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系　

愛
知
県
の
地
名
』
は
、「
番

賀
郷
」
に
つ
い
て
「
平
城
宮
出
土
木
簡
の
一
つ
に
「
尾
張
国
智
多
郡

贄
代
郷
朝
倉
里
」
と
記
す
も
の
が
あ
り
、
そ
の
「
朝
倉
里
」
が
現
知

多
市
朝
倉
町
の
地
に
比
定
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
当
郷
の
位
置
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は
そ
の
北
に
求
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。」※
20
と
、
こ
れ
ま
で
の

諸
書
の
「
番
賀
」
郷
と
「
日
永
（
長
）」
郷
の
同
一
説
を
根
拠
も
ほ

と
ん
ど
示
さ
ず
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

こ
の
『
愛
知
県
の
地
名
』
は
「
番
賀
郷
」
に
つ
い
て
、「「
和
名
抄
」

高
山
寺
本
・
東
急
本
、
元
和
古
活
字
本
の
い
ず
れ
も
訓
を
欠
く
」
と

し
な
が
ら
、
全
く
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
「
番
賀
郷
」
に
つ
い
て
、

勝
手
に
「
番は

賀が

郷ご
う

」
と
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。※
21

　

筆
者
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
異
論
を
唱
え
ざ
る
を
得
な
い
。「
日
永
」

郷
は
Ｂ
欄
で
あ
る
。
即
ち
「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
と
な
っ
て
い
る
。

が
、
本
当
に
そ
う
解
し
て
よ
い
か
ど
う
か
を
、
Ａ
欄
の
「
和
名
抄
の

郷
名
」
と
つ
き
あ
わ
せ
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
Ａ
欄
の
5
郷
の
郷
名

の
中
で
、
日
永
、
す
な
わ
ち
「
ヒ
ナ
ガ
」
と
読
め
そ
う
な
郷
名
は
な

い
の
か
。
あ
り
そ
う
な
の
が
、「
番
賀
」
で
あ
る
。「
番
」
は
中
国
語

で
「
班
」
に
通
じban

（
パ
ン
）
と
発
音
す
る
。
だ
が
「
番
賀
」
と

い
う
地
名
は
中
国
語
を
借
り
つ
つ
も
、
日
本
式
に
読
ま
ね
ば
な
ら
な

い
。「
番
」
の
韻
尾
「
ｎ
」
は
二
合
仮
名
で
母
韻
「
ａ
」
を
添
加
す

る
と
、「
ハ
ナ
」
と
な
り
、「
番
賀
」
は
と
り
あ
え
ず
「
ハ
ナ
ガ
」
と

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
ハ
ナ
」
は
「
ヒ
ナ
」
と
転

じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。そ
れ
は
た
と
え
ば「
対
」と
い
う
語
が「
一

対
」（
イ
ッ
ツ
イ
）「
反
対
」（
ハ
ン
タ
イ
）
対
面
（
ト
イ
メ
ン
）
と

な
る
よ
う
に
「
ツ
イ
」「
タ
イ
」「
ト
イ
」
と
「
タ
行
」
で
転
じ
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、「
ハ
行
」
で
「
ハ
ナ
」
が
「
ヒ
ナ
」
に
転

じ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、「
番
賀
」
は
「
ヒ
ナ
ガ
」

と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、「
番
賀
」
と
「
日
永
」（
日
長
）
は
と

も
に
「
ヒ
ナ
ガ
」
と
い
う
読
み
と
な
る
。
な
お
「
番
」
が
「
蕃
」
の

誤
字
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
も
同
じ
手
続
き

で「
蕃
賀
」は「
ヒ
ナ
ガ
」と
い
う
読
み
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、「
日
永
」
郷
は
『
和
名
抄
』
の
表
記
と
は
異
な
る
が

「
番
賀
」
郷
と
同
じ
郷
を
指
し
、「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
で
は
な
く
な

る
の
で
あ
る
。

　

以
下
は
論
が
長
く
な
る
の
で
、
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。
中

島
郷
の
Ｂ
欄
「
大
須
」
と
Ａ
欄
「
小
塞
」、
同
じ
く
「
草
部
」
も
し

く
は
「
牛
野
」
と
「
日
野
」。
海
部
郡
「
伊
麦
」
と
「
伊
福
」。
葉
栗

郡
「
大
家
」
と
「
大
毛
」。
そ
の
他
、丹
羽
郡
の
「
井
ノ
字
」
と
「
稲

木
」、「
諸
桑
」
と
「
大
桑
」、
さ
ら
に
は
「
石
枕
」
と
「
上
春
」
も

検
討
し
て
み
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
春
部
郡
の
「
高
田
」
と

「
高
苑
」、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
砥
山
」
と
「
山
村
」
な
ど
。
こ
の
う

ち
の
い
く
つ
か
は
、
ほ
ぼ
確
実
に
同
一
の
郷
を
指
し
、「
和
名
抄
不

載
の
郷
」
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

長
々
と
述
べ
て
き
た
が
、
筆
者
の
論
の
主
張
は
は
っ
き
り
し
て
い

る
。こ
れ
ま
で
の『
正
倉
院
文
書
』等
で
判
名
し
て
い
る
国
名
、郡（
評
）

名
、
郷
（
里
）
名
や
、
木
簡
等
で
新
た
に
判
名
し
た
そ
れ
が
、
た
と

え
『
和
名
抄
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
そ
れ
と
「
表
記
」
が
合
致
し
て

い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
簡
単
に
「
和
名
抄
不
載
の
郷
」
と
決
め
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、そ
の
「
表
記
」
と
『
和

名
抄
』
の
「
表
記
」
と
の
整
合
性
を
可
能
な
限
り
追
及
す
べ
き
で
あ
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ろ
う
。

　

本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
記
載
さ
れ
た
「
褥

多
里
」
が
、『
和
名
抄
』
郷
名
中
の
「
額
田
郷
」
に
あ
た
る
こ
と
を

論
証
し
た
拙
稿
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、そ
の
拙
稿
に
お
い
て
、

『
令
集
解
』（
巻
卅
四
公
式
令
）
朝
集
使
条
中
の
「
桑
花
」
と
い
う
、「
見

慣
れ
な
い
国
名
表
記
」が『
和
名
抄
』中
の『
相
模
』と
は
異
な
る「
表

記
」
で
は
あ
る
が
「
サ
ガ
ミ
」
を
指
す
こ
と
を
論
じ
た
の
も
そ
れ
で

あ
る
。※
22

　

さ
て
、問
題
は
『
和
名
抄
』
の
「
基
準
性
」
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、

そ
の
「
表
記
」
お
よ
び
「
読
み
」
を
絶
対
視
す
る
研
究
者
の
姿
勢
で

あ
る
。『
和
名
抄
』
に
も
問
題
が
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
第
三
の
問
題
に
移
り
た
い
。『
和
名
抄
』
の
「
表
記
」
は
確

か
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
論
の
展
開
上
、
尾

張
国
の
郷
名
に
的
を
絞
っ
て
論
述
し
て
み
た
い
。
先
に
掲
げ
た
「
別

表
」
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

愛
智
郡
Ａ
欄「
千
竈
」（
郷
）に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
実
は
、

こ
の
郷
に
つ
い
て
は
、
古
活
字
本
『
倭
名
類
聚
鈔
』
は
「
千
電
」
と

「
表
記
」
し
て
い
る
。
名
古
屋
市
博
物
館
本
『
和
名
類
聚
抄
』
の
「
表

記
」
は
「
千
竈
」
で
あ
る
。
高
山
寺
本
・
東
急
本
も
同
様
で
あ
る
と

い
う
。
太
田
亮
氏
は
、
見
出
し
は
「
千
電
」
で
あ
る
が
、「
本
書
作

二
千
電
一
、
據
二
高
山
寺
一
訂
」
と
か
「
今
按
電
は
竈
の
誤
也
」
と
い

う
諸
説
を
記
し
、「
千
電
」
で
は
な
く
「
千
竈
」
と
い
う
の
が
本
来

の
用
字
＝「
表
記
」と
い
う
考
え
の
よ
う
で
あ
る
。※
23

先
述
し
た『
愛

知
県
の
地
名
』
も
「
通
説
で
は
、「
電
」
は
「
竈
」
の
誤
り
と
す
る

（
日
本
地
理
志
料
）」。
さ
ら
に
、「
郷
名
は
「
ち
か
ま
」
と
し
て
よ
か

ろ
う
」
と
す
る
。※
24

お
そ
ら
く
、そ
れ
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

こ
の
別
表
の
作
成
者
で
あ
る
水
野
時
二
氏
は
、
古
活
字
本
「
千
電
」

は
誤
り
と
考
え
て
、
Ａ
欄
に
は
「
千
電
」
と
書
く
べ
き
所
を
何
の
こ

と
わ
り
も
な
く
「
千
竈
」
と
い
う
「
表
記
」
を
採
用
し
て
い
る
こ
と

を
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

つ
ま
り
、『
和
名
抄
』
の
「
表
記
」
に
は
諸
本
に
よ
る
異
同
が
あ
り
、

こ
の
場
合
は
諸
本
の
比
較
の
う
え
で
、
本
来
の
「
表
記
」
を
記
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、山
田
郡
の
Ａ
欄
「
志
誤
」
郷
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
郷
の
こ
の
「
志
誤
」
と
い
う
「
表
記
」
は
、
古
活
字
本
『
倭
名

類
聚
鈔
』
も
名
古
屋
市
博
物
館
本
『
和
名
類
聚
抄
』
も
と
も
に
と
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
高
山
寺
本
も
東
急
本
も
同
じ
「
表
記
」
で
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
太
田
亮
氏
は
、
愛
知
郡
の
「
千
電
」
と
同
じ
よ

う
に
「
見
出
し
」
は
「
志
誤
郷
」
と
し
な
が
ら
、「（
尾
張
志
）
春
日

井
郡
下
志
段
味
村
、
和
名
抄
志
誤
と
か
け
る
誤
は
談
の
あ
や
ま
り
に

て
志
談
な
る
べ
し
。」「
按
本
書
作
志
談
、
今
訂
レ
之
」。「
津
田
正
生

云
誤
は
談
の
誤
に
て
志
段
見
村
な
り
。」
等
々
と
記
し
、「
志
誤
」
で

は
な
く
「
志
談
」
が
本
来
の
「
表
記
」
と
い
う
考
え
の
よ
う
で
あ

る
。※
25
『
愛
知
県
の
地
名
』
も
「
誤
は
談
の
誤
字
と
す
る
の
が
通
説

で
あ
る
（
尾
張
志
、
大
日
本
地
名
辞
書
、
日
本
地
理
志
料
）」
と
し
、

見
出
し
語
ま
で
「
志し

談た
み

郷
」
と
し
て
「
し
た
み
」
と
い
う
ル
ビ
を
振
っ
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て
い
る
。※
26

筆
者
も
そ
の
見
解
で
よ
い
と
考
え
る
。
そ
の
根
拠
は

「
談
」
と
い
う
字
と
「
誤
」
と
い
う
字
は
活
字
で
は
明
き
ら
か
な
違

い
が
認
め
ら
れ
る
が
、
毛
筆
の
書
写
、
そ
れ
も
草
書
体
の
よ
う
な
書

き
ぶ
り
で
は
、
い
ず
れ
の
字
か
、
判
読
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
述
べ
た
い
こ
と
は
、『
和
名
抄
』
の
諸
本
が
本
来
は
「
志

談
」
と
「
表
記
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、「
志
誤
」
と
誤
っ

た
「
表
記
」
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
和
名
抄
』
の
「
表

記
」
も
確
か
で
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
か
え

れ
ば
『
和
名
抄
』
の
「
表
記
」
も
絶
対
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
蜂
矢
真
郷
氏
に
「
風
土
記
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
和
名
抄
の
誤
り
」
と
い
う
論
述
※
27
が
あ
る
の
で
、

筆
者
の
見
解
を
支
え
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
『
和
名
抄
』
の
第
四
の
問
題
、
地
名
の
「
表
記
」
に
付

し
て
あ
る
「
読
み
」
を
絶
対
視
し
て
い
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
尾
張
国
の
郷
名
に
よ
っ
て
考
え
て
い
き

た
い
。

　

別
表
の
中
島
郡
Ａ
欄
「
小
塞
」
郷
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
郷
に
つ

い
て
は
、
古
活
字
本
『
倭
名
類
聚
鈔
』
が
「
乎
世
木
」
と
「
読
み
」

を
付
し
、
名
古
屋
市
博
物
館
本
『
和
名
類
聚
抄
』
も
「
ヲ
セ
キ
」
と

「
読
み
」
を
付
し
て
い
る
。
そ
の
他
高
山
寺
本
も
「
乎
世
支
」、
東
急

本
も
「
乎
世
木
」
と
「
読
み
」
を
付
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
『
和

名
抄
』
諸
本
に
付
し
て
あ
る
、い
わ
ば
「
ヲ
セ
キ
」
と
い
う
「
読
み
」

は
正
し
い
「
読
み
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

太
田
亮
氏
は
「（
尾
張
志
）
葉
栗
郡
小
関
村
。」
を
挙
げ
、「
今
小

関
村
、属
二
葉
栗
郡
一
、関
塞
訓
通
」
と
い
う
見
解
を
記
し
な
が
ら
、「
今

詳
な
ら
ず
、
葉
栗
郡
に
尾
関
村
あ
れ
ど
、
地
形
相
混
乱
す
べ
き
に
あ

ら
ず
」
と
い
う
見
方
も
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
津
田
正
生
云
今

詳
な
ら
ず
葉
栗
郡
に
小
塞
あ
る
を
そ
れ
な
り
と
い
ふ
人
も
あ
れ
ど
郡

界
に
も
あ
ら
ず
は
る
か
に
隔
た
り
た
る
地
な
れ
ば
取
が
た
し
。」
と

い
う
説
も
記
し
て
い
る
。※
27

こ
の
氏
の
記
述
ぶ
り
か
ら
、
中
島
郡

の「
小
塞
郷
」が
葉
栗
郡
の
所
在
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。『
愛
知
県
の
地
名
』
も
「
郷
域
に
つ

い
て
」、「
現
一
宮
市
浅
井
町
尾
関
を
含
む
地
域
に
比
定
す
る
。
お
お

よ
そ
こ
れ
が
従
来
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
。」
が
、『
新
編
一
宮
市
史
』

を
引
い
て
、「
浅
井
町
尾
関
説
は
成
立
し
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。」
と

記
す
。※
28

　
「
小
塞
」郷
の
郷
域
に
つ
い
て
、そ
の
比
定
が
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
要
因
を
筆
者
は
「
小
塞
」
郷
を
「
ヲ
セ
キ
」
と
読
む
『
和
名
抄
』

の
「
読
み
」
に
あ
る
と
考
え
る
。
も
う
一
度
、
別
表
を
見
て
い
た
だ

き
た
い
。
中
島
郡
Ｂ
欄
に
「
大
須
」
郷
が
見
ら
れ
る
。
筆
者
は
Ａ
欄

「
小
塞
」
と
Ｂ
欄
「
大
須
」
が
同
一
の
地
名
を
指
し
、「
読
み
」
は
「
オ

オ
ス
」
と
考
え
て
い
る
。「
大
須
」
は
よ
い
と
し
て
、「
小
塞
」
が
ど

う
し
て
「
オ
オ
ス
」
と
読
め
る
の
か
、
当
然
疑
問
が
起
こ
る
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
た
ぶ
ん
そ
う
読
む
こ
と
が
で
き
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　
「
小
塞
」
の
「
小
」
は
「
オ
」
と
読
む
こ
と
は
納
得
し
て
も
ら
え
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る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
「
塞
」
で
あ
る
。「
塞
」
は
中
国
語
で
「sai

」

と
発
音
す
る
。
日
本
語
に
す
れ
ば
「
サ
イ
」「
セ
」「
ス
」
な
ど
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
小
塞
」
は
「
オ
ス
」
と
も
読
め
そ

う
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
オ
ス
」の「
オ
」は「
オ
ー
」な
い
し「
オ

オ
」
と
発
音
す
る
こ
と
も
あ
る
。
三
重
県
の
県
庁
所
在
地
「
津
」
は

一
般
的
に
「
ツ
」
と
読
む
。
し
か
し
、
地
元
の
人
は
「
ツ
ー
」
と
長

音
で
発
音
す
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
オ
ス
」
が
「
オ
ー
ス
」
な
い

し
「
オ
オ
ス
」
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

こ
う
考
え
て
よ
い
と
す
れ
ば
、「
小
塞
」
は
「
オ
ー
ス
」
な
い
し
「
オ

オ
ス
」
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
中
島
郡
Ａ
欄
「
小
塞
」

と
Ｂ
欄
「
大
須
」
と
は
同
一
の
「
読
み
」
と
な
り
「
オ
オ
ス
」
な
い

し
「
オ
ー
ス
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

筆
者
の
見
解
が
も
し
是
認
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、『
和
名
抄
』
の
地

名
に
付
し
て
あ
る
「
読
み
」
も
絶
対
視
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

以
上
、
長
々
と
『
和
名
抄
』
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ

の
こ
と
を
前
提
に
お
い
て
、
本
論
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三
、「
弘
田
郷
」
の
「
読
み
」

　

こ
の
稿
の
「
は
じ
め
に
」
の
項
で
ふ
れ
て
、そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
っ

た
「
弘
田
郷
」
に
つ
い
て
、
よ
う
や
く
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
こ
の
郷
に
つ
い
て
は
、
古
活
字
本
『
倭
名
類
聚
鈔
』
に
は
「
比

路
多
」
と
「
読
み
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
名
古
屋
市
博
物
館
本
『
和

名
類
聚
抄
』
は
錯
乱
が
あ
り
、「
弘
田
」
郷
の
記
載
が
な
い
。
高
山

寺
本
も
郷
名
を
欠
く
。
東
急
本
は
「
比
呂
多
」
と
「
読
み
」
が
付
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
一
般
的
に
は
「
弘
田
」
郷
は
「
ヒ
ロ

タ
」
郷
と
読
ま
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
市
大
樹
氏
は
同
じ
く
「
は
じ
め
に
」
の
項
で
ふ
れ
た

よ
う
に
、
空
海
に
つ
い
て
の
官
符
「
方
田
」
郷
と
木
簡
に
記
さ
れ
た

「
難
田
」
か
ら
、
そ
れ
ら
は
「
カ
タ
ダ
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
、『
和

名
抄
』
に
は
記
載
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
空
海
の
出
身
地
は
「
方
田

（
カ
タ
ダ
）」
で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
ま
で
の
氏
の
思
考
は
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ

で
は
こ
れ
ま
で『
和
名
抄
』の
郷
名
に
基
い
て
、空
海
の
出
身
地
は「
弘

田
郷
」
と
言
わ
れ
て
き
た
、
そ
の
「
弘
田
郷
」
を
ど
う
位
置
付
け
た

ら
よ
い
の
か
。「
方
田
（
カ
タ
ダ
）」
が
正
し
く
、「
弘
田
（
ヒ
ロ
タ
）」

が
間
違
っ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
気

が
す
る
。

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、「
方
田
（
カ
タ
ダ
）」
が
正
し
く
、「
弘
田
（
ヒ

ロ
タ
）」
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
「
弘
田
」
を
『
和
名
抄
』
が
「
ヒ
ロ
タ
」
と
「
読
み
」
を
つ

け
た
か
ら
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
弘
田
」
郷
は
間
違
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、『
和
名
抄
』
の
「
読
み
」
を
正
し

い
と
絶
対
視
し
て
い
る
か
ら
、「
弘
田
」
を
「
ヒ
ロ
タ
」
以
外
に
読

み
を
考
え
よ
う
と
し
な
い
、
そ
の
思
考
が
問
題
な
の
で
あ
る
。『
和
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名
抄
』
の
読
み
が
お
そ
ら
く
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
以
下
、
そ
の
論
証
を
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
弘
田
」
は
「
弘
」
と
「
田
」
に
わ
け
ら
れ
る
。「
弘
」
を
試
み
に

『
大
漢
和
辞
典
』
で
引
い
て
み
る
。

　
　

弘	

コ
ウ
グ

〔
集
韻
〕
胡
肱
切

と
あ
る
。※
29
「
弘
」
は
中
国
語
で
「hung

」
と
発
音
す
る
。
当
時
の

読
み
方
で
言
え
ば
、〔
集
韻
〕
胡
肱
切
と
な
る
。
中
国
語
を
中
国
語

そ
の
ま
ま
で
な
く
、
日
本
語
化
し
て
日
本
語
と
し
て
取
り
入
れ
よ
う

と
し
た
、
い
わ
ば
明
治
以
降
に
欧
米
文
化
、
と
り
わ
け
英
語
を
英
語

そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
日
本
語
化
し
て
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
、
そ

の
原
形
が
中
国
語
の
日
本
語
化
で
あ
る
。
英
語
のam

erican

を「
ア

メ
リ
カ
」
と
し
て
日
本
語
化
し
て
取
り
入
れ
た
。「
ｎ
」
は
省
略
で

あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
兵
庫
県
の
県
庁
所
在
地
神
戸
市
に
メ

リ
ケ
ン
波
止
場
が
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
発
音
が

弱
い
最
初
の
「
ａ
」
を
省
略
し
て
「
メ
リ
ケ
ン
」
と
日
本
語
化
し
て

受
け
い
れ
た
の
で
あ
る
。「
メ
リ
カ
ン
」
で
は
な
く
「
メ
リ
ケ
ン
」

な
の
は
カ
行
の
発
音
な
ら
揺
れ
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
古
代
の
日
本
人
は
考
え
た
。

　

よ
っ
て
、「hung

」
の
「hun

」
は
弱
い
言
い
方
な
の
で
省
略
し
た
。

残
る
の
は
「g

」
と
い
う
子
音
で
あ
る
。
日
本
語
は
子
音
で
は
終
わ

ら
な
い
。
必
ず
母
音
で
終
わ
る
。
し
た
が
っ
て
、
母
音
の
「
ア
・
イ
・

ウ
・
エ
・
オ
」
を
中
国
語
の
子
音
の
後
に
つ
け
て
日
本
語
化
し
よ
う

と
し
た
。「
ｇ
」
に
「
ａ
」
を
つ
け
れ
ば
「ga

」
即
ち
「
ガ
」
と
な
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
を
清
音
「
カ
」
と
す
る
も
濁
音
「
ガ
」
と
す
る
の
も

裁
量
の
う
ち
で
あ
る
。
よ
っ
て
、清
音
「
カ
」
を
と
る
こ
と
と
す
る
。

　

次
に
「
田
」
で
あ
る
。
同
じ
く
、『
大
漢
和
辞
典
』
を
引
く
。

　
　

田	

テ
ン
デ
ン

〔
集
韻
〕
亭
年
切

と
あ
る
。
こ
の
「
田
」
の
字
の
特
長
は
名
乗
と
し
て
「
タ
」「
タ
ダ
」

と
い
う
言
い
方
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。※
30

こ
れ
で
、
意
外
に
も
簡

単
に
決
着
が
つ
い
た
。「
弘
」
は
「
カ
」
と
読
み
、「
田
」
は
「
タ
ダ
」

と
読
む
。「
弘
田
」
は
「
カ
タ
ダ
」
と
読
め
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
木
簡
の
「
難
田
」
＝
官
符
の
「
方
田
」
＝
『
和
名
抄
』

の
「
弘
田
」
は
い
ず
れ
も
「
カ
タ
ダ
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
と
す
る
と
、
空
海
の
出
身
地
は
得
度
し
た
時
の
官
符
「
讃
岐

国
多
度
郡
方
田
郷
」
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
が
『
和
名
抄
』

の
「
多
度
郡
弘
田
郷
」
で
も
決
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
弘
田
」
郷
は
「
ヒ
ロ
タ
」
で
は
な
く
「
カ
タ
ダ
」
と
読

ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
筆
者
の
「
弘
田
」
を
「
カ
タ
ダ
」
と
読
む
「
読
み
」
は
、
飛

鳥
時
代
の
木
簡
の
「
難
田
」、
平
安
初
期
の
太
政
官
符
の
「
方
田
」、

そ
の
後
の
『
和
名
抄
』
の
「
弘
田
」
が
「
表
記
」
こ
そ
異
な
る
も
の

の
、
一
貫
し
て
「
カ
タ
ダ
」
と
い
う
読
み
で
通
す
こ
と
が
で
き
る
点

が
強
み
で
あ
る
。
だ
が
、難
点
も
な
い
こ
と
は
な
い
。
一
つ
は
、「
田
」

を
「
タ
ダ
」
と
読
む
「
名
乗
」
が
い
つ
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
の
か

hung
2

tien
2
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が
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、『
和
名

抄
』
成
立
当
時
、「
名
乗
」
と
し
て
「
タ
ダ
」
と
い
う
「
読
み
」
が

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
当
時
、「
名

乗
」
と
し
て
「
タ
ダ
」
と
い
う
「
読
み
」
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
「
弘

田
」
を
「
カ
タ
ダ
」
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
危
さ
も

な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

二
つ
め
は
、「
弘
田
」
を
「
カ
タ
ダ
」
と
読
む
「
読
み
方
」
は
、「
音

訓
読
み
」、
い
わ
ゆ
る
「
重
箱
読
み
」
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
二
字

の
熟
語
の
「
読
み
」
︱
二
字
の
地
名
も
同
じ
︱
は
「
音
音
読
み
」
も

し
く
は
「
訓
訓
読
み
」
が
多
い
。「
音
訓
読
み
」
即
ち
「
重
箱
読
み
」

が
『
和
名
抄
』
成
立
当
時
確
認
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
問
題
と

な
ろ
う
。
が
、こ
れ
は
実
は
『
和
名
抄
』
で
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

古
活
字
本
『
倭
名
類
聚
鈔
』
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
「
武
蔵

国
」（
荏
原
郡
）
の
項
に
「
滿
田
」
の
郷
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ

に
は
「
滿
田
上
音

下
訓
」
と
「
滿
田
」
の
「
読
み
」
が
「
音
訓
読
み
」
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
市
博
物
館

本
『
和
名
類
聚
抄
』
で
も
「
滿マ
ン

田タ

」
と
あ
り
、
そ
の
「
音
訓
読
み
」

が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
『
和
名
抄
』
の
地
名
の
「
音
訓
読

み
」
即
ち
「
重
箱
読
み
」
に
つ
い
て
は
、蜂
矢
真
郷
氏
が
そ
の
著
『
古

代
地
名
の
国
語
学
的
研
究
』※
31
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
筆
者
の
見

解
を
支
え
て
く
れ
る
論
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

三
つ
め
は
、（
木
簡
の
）「
難
田
」
＝
（
太
政
官
符
の
）「
方
田
」（
カ

タ
ダ
）
は
「
表
記
」
と
し
て
は
『
和
名
抄
』
不
載
の
郷
名
で
あ
る
。

そ
の
「
難
田
」
＝
「
方
田
」
と
、『
和
名
抄
』
記
載
の
「
弘
田
」（
ヒ

ロ
タ
）
と
が
同
一
の
郷
で
あ
ろ
う
と
い
う
根
拠
は
あ
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
も
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
れ
を
示
せ
な
け
れ
ば
、「
弘
田
」＝「
カ

タ
ダ
」
説
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
そ

の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　

平
凡
社
『
日
本
歴
史
地
名
大
系　

香
川
県
の
地
名
』
は
「
弘
田
郷
」
を

「
現
善
通
寺
北
部
の
弘
田
町
を
遺
称
地
と
し
、一
帯
に
比
定
さ
れ
る
。」

と
す
る
。※
32

ま
た
、
角
川
『
日
本
地
名
大
辞
典　

香
川
県
』
も
「
現
在

の
善
通
寺
市
弘
田
町
の
地
」「
郷
の
中
央
を
弘
田
川
が
流
れ
」※
33
て

い
る
と
す
る
。ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。な
お
、こ
の「
弘
田
」（
ヒ

ロ
タ
）
郷
の
遺
称
地
「
弘
田
（
ヒ
ロ
タ
）
町
」
は
空
海
の
「
誕
生
院
」

と
言
わ
れ
て
い
る
善
通
寺
の
「
西
院
」
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
の

地
で
あ
る
と
筆
者
は
聞
い
て
い
る
。※
34

　

一
方
、『
善
通
寺
市
史
』
の
「
弘
法
大
師
伝
」※
35
に
よ
れ
ば
、「
誕

生
所
」
で
あ
る
「
現
在
の
西
院
一
帯
が
官
符
に
で
て
く
る
方
田
で
あ

る
。」
と
し
「
善
通
寺
の
裏
に
弘
田
（
ヒ
ロ
タ
）
川
を
西
院
の
南
西

の
角
で
堰
き
止
め
巾
一
メ
ー
ト
ル
程
の
横
井
を
方
田
に
ひ
き
最
後
に

旭
名
池
に
及
ん
で
い
る
」
と
い
う
。
ま
た
、「
今
で
も
土
地
の
農
家

は
農
繁
期
に
な
る
と
、「
方
田
の
井
手
さ
ら
え
に
行
か
ね
ば
。」
と
い

い「
母
は
方
田
の
田
圃
に
行
っ
て
い
る
。」と
言
う
。」と
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
善
通
寺
に
現
存
す
る
古
地
図
に
は
こ
の
横
井
が
通
る
周
辺

を
方
田
と
も
片
田
と
も
記
し
、
ま
た
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
七

月
の
善
通
寺
に
現
存
す
る
古
文
書
に
も
方
田
の
地
名
が
出
て
い
る
」
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と
い
う
。
な
お
、「
方
田

の
横
井
」
と
い
う
石
碑
も

現
存
し
て
い
る
。
よ
っ
て

「
方
田
」（
カ
タ
ダ
）と「
弘

田
」（
ヒ
ロ
タ
）
と
は
地

域
的
に
重
な
り
あ
う
所
が

確
認
で
き
る
。
ま
た
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
「
方
田
」
の
地
名
が
、
弘
法
大
師
空
海
の
出
身
寺
院

善
通
寺
の
西
院
に
近
い
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。

　

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
空
海
の
出
身
地
は
『
和
名
抄
』
の
「
弘
田

郷
」
よ
り
も
官
符
に
出
て
く
る
「
方
田
郷
」
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し

い
感
じ
が
し
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
空
海
の
誕
生
院
と
言
わ
れ
て
い

る
善
通
寺
の
西
院
一
帯
そ
の
も
の
が
「
方
田
」
と
今
で
も
言
わ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
、
今
ま
で
「
弘
田
（
ヒ
ロ
タ
）
郷
」
が
空
海
の
出
身
地
と
言

わ
れ
て
き
た
、
そ
の
通
説
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
も
も
う
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
和
名
抄
』
に
そ
の
郷
名
が
記
載
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の『
和
名
抄
』記
載
の
郷
名「
弘

田
」（
ヒ
ロ
タ
）
は
空
海
が
出
家
し
た
と
き
の
太
政
官
符
の
「
方
田
」

よ
り
信
頼
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
本
来
か
ら
言

え
ば
、
木
簡
と
同
じ
く
ら
い
の
一
級
史
料
で
あ
る
太
政
官
符
の
郷
名

が
、『
和
名
抄
』
に
そ
の
記
載
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
、『
和
名
抄
』

よ
り
劣
っ
た
史
料
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は

逆
に
言
え
ば
『
和
名
抄
』
を
絶
対
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

　

二
つ
め
は
『
和
名
抄
』
に
続
く
中
世
の
史
料
が
ほ
ぼ
「
弘
田
郷
」

で
一
貫
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
太
政
官
符
の
「
方
田
」
郷
は
全
く

出
て
こ
な
い
。
た
と
え
ば
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
の
藤
原
定
家
の

『
明
月
記
』
に
も
「
讃
州
弘
田
郷
」
と
あ
り
、
南
北
朝
初
期
の
暦
応

頃（
一
三
三
八
〜
四
二
）の
善
通
寺
々
領
目
録
に
も「
弘
田
郷
領
家
職
」

と
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
「
弘
田
郷
領
家
職
」
と
い
う
用
語
は
そ
の

後
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
さ
ら
に
は
文
明
九
〜
十
一
年
（
一
四
七
七

〜
七
九
）
頃
に
は
「
弘
田
郷
領
家
分
代
官
職
」
と
い
う
語
も
登
場
す

る
よ
う
で
あ
る
。※
36

そ
こ
で
『
和
名
抄
』
の
郷
名
「
弘
田
」
が
中

世
ま
で
続
い
て
い
る
と
見
て
、
そ
れ
ら
の
史
料
は
す
べ
て
「
ヒ
ロ
タ

︱
」
と
読
み
誤
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
天
授
三
年
（
一
三
七
七
）
に
は
珍
し
く
「
弘

田
郷
」
以
外
の
郷
名
が
出
て
く
る
。「
萩
藩
閥
関
録
」
に
「
讃
岐
国

頭
田
郷
」
と
い
う
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
角
川
『
日

本
地
名
大
辞
典　

香
川
県
』
は
「
弘
田
郷
」
の
誤
字
と
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。※
37

実
は
こ
の
「
頭
田
郷
」
こ
そ
は
「
弘
田
（
ヒ
ロ
タ
）

の
読
み
を
考
え
直
す
貴
重
な
史
料
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
い
う

の
は
「
頭
田
」
は
「
カ
ミ
タ
ダ
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
、「
カ
ビ
タ
ダ
」

→
「
カ
ン
タ
ダ
」
→
「
カ
タ
ダ
」
と
い
う
変
化
が
可
能
と
な
る
。
よ
っ

て
、「
頭
田
」
の
読
み
は
「
カ
タ
ダ
」
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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あ
の
「
方
田
」
の
「
カ
タ
ダ
」
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
『
和
名
抄
』
の
「
弘
田
」（
ヒ
ロ
タ
）

の
読
み
が
大
き
く
影
響
し
、
そ
れ
を
絶
対
視
し
た
結
果
「
そ
れ
以
外

の
読
み
」
が
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
。中
世
の
史
料
に「
方
田
」（
カ
タ
ダ
）が
ほ
ぼ
出
て
こ
な
い
の
は「
方

田
」
の
「
表
記
」
が
「
弘
田
」
に
変
わ
っ
た
な
ど
と
は
夢
に
も
考
え

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
。

　

な
お
、「
方
田
」
郷
が
「
弘
田
」
郷
と
表
記
が
変
化
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
、
一
言
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
は
憶
測
で
し
か
な
い
が
、「
弘
法
大
師
」
の
出
身
の
郷
で
あ

る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、「
方
田
」郷
は
、

そ
の
地
方
の
地
名
に
基
づ
い
た
単
な
る
郷
名
で
し
か
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
、「
弘
田
」
郷
は
、
弘
法
大
師
の
「
郷
」
と
い
う
賞
讃
の
こ

め
ら
れ
た
特
別
な
郷
名
な
の
で
は
な
い
か
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
弘
法

大
師
が
崇
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
方
田
」
の
「
方
」
を
「
弘
」

と
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弘
法
大
師
の
出
身
の
郷
で
あ
る

こ
と
を
鮮
明
に
し
よ
う
と
し
た
、と
い
う
意
図
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
弘
法
大
師
の
出
身
の
郷
を
尊
敬
す
る
意
味
で
、「
弘
田
」
郷

と
表
記
を
改
め
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
憶
測
で
あ

る
。

　

最
後
に
、
中
世
の
「
弘
田
〜
」
と
い
う
た
く
さ
ん
の
史
料
も
、「
弘

田
」
が
も
し
「
カ
タ
ダ
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「
カ
タ
ダ
〜
」

と
い
う
よ
う
に
史
料
の
「
読
み
方
」
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

四
、
ま
と
め

　
『
和
名
抄
』
の
地
名
の
「
表
記
」
と
「
読
み
」
に
つ
い
て
、『
和
名

抄
』
を
ま
ず
大
事
に
し
、木
簡
等
の
「
他
の
表
記
」
に
つ
い
て
も
「
表

記
」
が
異
な
る
か
ら
と
い
っ
て
簡
単
に
『
和
名
抄
』
に
不
記
載
だ
と

結
論
づ
け
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
よ

り
も
「
表
記
」
は
異
な
る
が
、
な
ん
と
か
『
和
名
抄
』
の
「
読
み
」

に
な
ら
な
い
か
と
ね
ば
り
強
く
追
求
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

一
方
、『
和
名
抄
』の「
読
み
」を
絶
対
視
す
る
こ
と
も
危
険
で
あ
る
。

『
和
名
抄
』
以
外
の
「
読
み
」
が
確
か
に
確
認
で
き
る
時
、
そ
の
読

み
を
も
と
に
、『
和
名
抄
』
の
「
読
み
」
を
今
度
は
疑
っ
て
み
る
こ

と
も
大
切
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
意
外
に
も
『
和
名
抄
』
の
「
読
み
」

が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
も
改
め
て
発
見
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
結
果
が
、讃
岐
国
多
度
郡（
評
）「
難
田
」＝「
方
田
」＝「
弘
田
」

＝
「
頭
田
」
＝
「
カ
タ
ダ
」
の
郷
で
あ
っ
た
。
空
海
は
「
弘か
た

田だ

」
の

郷
の
出
身
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
抹
の
不
安
も
な
い
で
は
な
い
が
、
問
題
提
起
を
す
る
も
の
で
あ

る
。
諸
賢
の
厳
し
い
ご
批
判
を
お
願
い
し
た
い
。
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〈
注
〉

※
１　
『
倭
名
類
聚
鈔
』
一　

日
本
古
典
全
集　

昭
和
五
年
（
現
代
思
潮
社
の
覆

刻
版
あ
り
）
以
下
で
は
通
称
の
『
和
名
抄
』
を
用
い
る
が
、
必
要
に
応

じ
て
『
倭
名
類
聚
鈔
』
等
も
用
い
る
。

※
２　

寺
崎
保
弘
氏
「
長
屋
王
家
木
簡
郡
名
考
証
二
題
」（『
文
化
財
論
叢
Ⅱ
』

奈
文
研
40
周
年
記
念
論
文
集
）　

一
九
九
五　

同
朋
社

※
３　
『
倭
名
類
聚
鈔
』
二
「
播
磨
国
」
の
項
で
は
「
宍
粟
郡
」
で
は
な
く
「
完

粟
郡
」
と
な
っ
て
い
る
。
名
古
屋
市
博
物
館
本
で
も
「
完シ

粟サ
ハ

」
と
「
表
記
」

は
同
じ
だ
が
「
読
み
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

※
４　

拙
稿
「
木
簡
等
に
お
け
る
難
読
地
名
の
読
み
（
試
論
）
︱
「
褥
田
」
と
「
桑

花
」
︱
」　

国
語
学
懇
話
会
編
『
み
く
に
こ
と
ば
』
中
日
出
版
社　

平
成

二
十
七
年
一
月
。

※
５　

市
大
樹
氏
『
飛
鳥
の
木
簡
︱
古
代
史
の
新
た
な
解
明
』
中
公
新
書　

二
〇
一
二
年
六
月　

コ
ラ
ム
②
空
海
の
出
身
地　

七
七
〜
七
八
ペ
ー
ジ
。

※
６　
『
平
安
遺
文
』
第
八
巻　

四
三
一
四　

太
政
官
符　

三
二
三
〇
ペ
ー
ジ
。

※
７　

※
５
の
「
コ
ラ
ム
」
七
八
ペ
ー
ジ
。

※
８　

平
凡
社
『
日
本
歴
史
地
名
大
系　

香
川
県
の
地
名
』
五
七
ペ
ー
ジ
。
角
川
『
日

本
地
名
大
辞
典　

香
川
県
』
六
九
一
ペ
ー
ジ
、
他
。

※
９　

太
田
亮
氏
『
日
本
国
誌
資
料
叢
書
』
第
十
巻　

尾
張
国
。
大
正
十
五
年
。

筆
者
は
臨
川
書
店
の
復
刻
版
を
用
い
て
い
る
。

※
10　

水
野
時
二
氏
『
条
理
制
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
大
明
堂　

昭
和

四
十
六
年
三
月
。
五
四
三
〜
五
四
四
ペ
ー
ジ

※
11　

同
右
。
五
四
四
ペ
ー
ジ
。

※
12　

注
９
。
三
〇
ペ
ー
ジ
。

※
13　

同
。
三
九
ペ
ー
ジ
。

※
14　

注
10
。
五
四
五
ペ
ー
ジ
。

※
15　

蜂
矢
真
郷
氏『
古
代
地
名
の
国
語
学
的
研
究
』一
三
二
〜
一
三
三
ペ
ー
ジ
。

和
泉
書
院
。
二
〇
一
七
年
三
月
。

※
16　

注
９
。
四
〇
ペ
ー
ジ
。

※
17　
『
寧
楽
遺
文
』
中
巻　

五
三
九
ペ
ー
ジ
。

※
18　

同
。
五
二
四
ペ
ー
ジ　

上
段
。

※
19　

注
９
。
三
八
ペ
ー
ジ
。

※
20　

平
凡
社
『
日
本
歴
史
地
名
大
系　

愛
知
県
の
地
名
』
六
一
ペ
ー
ジ
。

※
21　

同
。

※
22　

注
４
拙
稿
で
は
、「
桑
花
」
を
「
サ
ガ
フ
」
と
読
む
こ
と
で
終
わ
っ
て
い

る
。
が
、当
時
「
サ
ガ
ブ
」「
サ
ガ
ム
」
と
読
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
サ
ガ
ム
」
は
「
相
武
」
と
同
じ
「
読
み
」
で
あ
り
、
や
が
て
「
サ
ガ
ミ
」

と
読
み
が
変
化
し
た
と
、
考
え
ら
れ
る
。

※
23　

注
９
。
二
九
ペ
ー
ジ
。

※
24　

注
20
。
四
五
ペ
ー
ジ
。

※
25　

注
９
。
二
六
ペ
ー
ジ
。

※
26　

注
20
。
五
一
ペ
ー
ジ
。

※
27　

注
９
。
一
〇
ペ
ー
ジ
。

※
28　

注
20
。
五
六
ペ
ー
ジ
。

※
29　

諸
槁
轍
次
氏
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
四
。
六
九
二
ペ
ー
ジ
。

※
30　

同　

巻
七
。
一
〇
五
二
ペ
ー
ジ
。

※
31　

注
15
。
七
五
〜
七
七
ペ
ー
ジ
。

※
32　

注
８
。
五
七
ペ
ー
ジ
。

※
33　

注
８
。
六
九
一
ペ
ー
ジ
。

※
34　

善
通
寺
市
教
育
委
員
会　

笹
川
龍
一
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

※
35　
『
善
通
寺
市
史
』
第
一
巻　

六
三
八
ペ
ー
ジ
。

※
36　

注
８
。
角
川　

六
九
一
〜
六
九
二
ペ
ー
ジ
。

※
37　

同　

六
九
二
ペ
ー
ジ
。

（
こ
ば
や
し　

む
ね
は
る
）


